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＜目標＞ 

○ 表現の自由における1-1-1“原則パターン”の使い方を把握する。 

 

＜重要条文＞ 

□ 表現の自由（21条1項） 

 

＜答案作成上のアドバイス＞ 

 ① 表現の自由の問題は、典型的でありながら深く問うことができるためか、司法試験

系で特に頻出の分野です。しっかりと解き方・書き方を確立してください。 

 ② 審査基準の厳緩の調整と、設定した審査基準へのあてはめは、問題文に応じた柔軟

な現場思考を要するので、たゆまず訓練を積みましょう。 

 

＜解答過程＞ 
  
〔条例①〕 
  

☝ 本問で、困っている人は誰か？  
  
   ⇒成人向けの映画を上映する施設をつくりたい国民 

 

☝ この国民を困らせているのは、誰のどんな法令・行為だろうか？  
  
   ⇒Ｘ市の条例① 

 

☝ Ｘ市の本問条例により制約されている国民の【生の自由】は何か？  
  
   ⇒成人向けの映画を上映する施設をつくる自由 

 

☝ これを人権として法的に構成すると？  
  
   ⇒表現の自由（21条1項） 

    ※映画上映という職業選択・営業の自由（22条1項）等とも構成しうるが、表現の

自由構成の方が適切。 

     ∵より重要な人権で構成すべき→問題点が大きく・明確になりやすい。 

     ∵条例②については明らかに表現の自由構成→比較して加点がしやすい。 

 

☝ 21条1項の文言にあてはまるか？ 
  
   ⇒「一切の表現の自由」＝思想・意見等(の情報)を外部に伝達する自由 

   →成人向けの映画を上映する施設をつくる自由は、成人向けの映画という 

思想・意見等も含む情報を外部に伝達する自由といえる。 

∵映画上映の前提として、そのための施設が不可欠。 

⇒「一切の表現の自由」として憲法上保障される。 
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としても、「公共の福祉」に基づく最小限の制約に服する（13条後段）。 

※条例は「国政」における「立法」に当たるかまで検討できると加点？ 

ここで、最小限の制約かどうかの審査基準が明らかでない。 

 
 

○人権や生の自由の性質 

○規制(目的・)態様 

○対立利益 

などを使って、審査基準の厳緩を調整する。 

 
 
 

設定した審査基準に、問題文の事情をあてはめて、結論を出す。 

 

〔条例②〕 
  

☝ 本問で、困っている人は誰か？ 
  
   ⇒ビラや立て看板を設置したい国民 

 

☝ この国民を困らせているのは、誰のどんな法令・行為だろうか？ 
  
   ⇒Ｘ市の条例② 

 

☝ Ｘ市の本問条例により制約されている国民の【生の自由】は何か？ 
  
   ⇒ビラや立て看板を設置する自由 

 

☝ これを人権として法的に構成すると？ 
  
   ⇒表現の自由（21条1項） 

 

☝ 21条1項の文言にあてはまるか？ 
  
   ⇒ビラや立て看板で思想・意見等も含む情報を外部に伝達する自由といえる。 

    ⇒「一切の表現の自由」として憲法上保障される。 

 
 

（以下、〔条例①〕についての本ページ最上部からの処理と同じ。） 










	0000-8bb6-169a-dd2d-172
	0000-8bb3-169a-8530-83c
	0000-8bb5-169a-2897-3bd



